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久喜市国民健康保険保健事業実施計画（データヘルス計画）（概要） 

 

第１章 保健事業実施計画（データヘルス計画）の基本的事項（p1～p3） 

 

１ 背景 

①  医療・健診状況の情報基盤の整備 

→レセプトの電子化、国保データベース（KDB）システム等の情報インフラ

の整備、及び医療、健診データが蓄積されてきた経緯 

②  「日本再興戦略（平成 25年 6月 14日閣議決定）」 

→すべての健康保険組合に対し～「データヘルス計画」の作成・公表、事

業実施、評価等の取組を求めるとともに、市町村国保が同様の取組を行う

ことを推進する。 

③  これまでの久喜市国保の保健事業 

→法定義務である特定健康診査・特定保健指導等を実施してきたが、デー

タを活用した、より一層充実した保健事業への期待 

④  「国民健康保険保健事業実施指針」の改正（平成 26年 3月） 

→国保保険者のデータヘルス計画の策定、及びそれに基づく保健事業実施

の直接根拠となる。 

 

２ 計画の位置づけ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

                ※久喜市国保の計画として位置づけ 

 

３ 計画期間 

  平成２９年度から３５年度までの７年間 

 

４ 実施体制 

  国民健康保険所管課が所掌し、庁内各課及び関係機関と連携しながら計画実施 
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久喜市総合振興計画 

久喜市健康増進・食育推進計画 

久喜市国民健康保険保健事業実施計画 

（データヘルス計画） 

第 2期久喜市特定健康診査等実施計画 

 
久喜市 

 県 
 国 

当日配布資料 ２－１ 

H29.3.1 健康づくり推進会議・食育推進会議 
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第２章 地域の健康課題の把握（p4～p34）   

 １ 地域の特性（p4～15） 

項目 主なポイント 

人口の状況 

p4 

・総人口は、ゆるやかに減少し、世帯数は増加している。 

・高齢化率が上昇している。 

死亡の状況 

p5～p6 

・死因別では「悪性新生物」、「心疾患」、「肺炎」の順に高い。 

・県と比較した標準化死亡比では、「急性心筋梗塞」、「脳梗塞」が高い。 

平均寿命と 

健康寿命 

p7～p8 

・経年で見た平均寿命、健康寿命は延伸している。 

・平均寿命は県内平均より低いが、健康寿命は長い。 

国民健康保険被

保険者の状況 

p9～p10 

・国民健康被保険者数は、年々減少している。 

・65歳以上の前期高齢者は、年々増加している。 

医療費の状況 

p11～p13 

・経年で見た総医療費は、増加している。（H23→H27 10.8％増） 

・特に 65歳以上 75歳未満の総医療費の伸びが大きい。 

・一人当たり医療も伸びている。ただし、65歳以上については、県内

平均よりも低い傾向がある。 

・一人当たり診療費も年々伸びており、県内平均よりも高い。 

介護保険の状況 

p14 

・要介護（要支援）認定者数は年々増え、認定率も伸びているが、国、

県と比較すると低い。 

 

２ 健康・医療情報の分析及び分析結果に基づく健康課題の把握（p16～p35） 

項目 主なポイント 

健診データの 

分析 

p16～p23 

・特定健康診査受診率は向上しているが、特定保健指導実施率は伸

び悩んでいる。 

・男女別では女性、年代別では高齢になるほど受診率が高い。 

・健診受診者の有所見状況を県と比較すると、「腹囲（男女）」、「BMI

（女）」の割合が高い。一方「HbA1c」、「血圧」の割合は低い。 

・毎年健診を受ける人と、受けない人では医療費に差が出る。 
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医療費データの

分析 

p24～p30 

・医療費に占める生活習慣病の割合では、「がん」、「筋・骨格」、「糖

尿病」が増加傾向である。 

・県と比較した標準化医療費は、男性では「糖尿病」、「高血圧症」、

「脂質異常症」等が高く、女性では「狭心症」、「精神疾患」、「脂肪

肝」が高い。 

・久喜市全体の透析者数は増加する一方、久喜市国保の透析者数は

逓減している。 

・透析者は男性が多い。 

・一月あたりの人工透析にかかる総医療費は約 6,000万円である。 

・透析者のうち、約半数は糖尿病合併者である。 

・ジェネリック医薬品の利用率は、県内平均と比すと低いが、伸び

てきている。 

介護データの 

分析 

p31 

・要介護（要支援）を受けた人の有病状況は、「心臓病」が高い。 

保健事業の現状

の取組と評価 

p32～p33 

「特定健康診査」、「特定健康診査受診率向上対策」、「特定保健指

導」、「糖尿病重症化予防」、「後発医薬品利用促進」、「医療費通知」

各事業の現状の取組、課題、考察について表にてまとめたもの 

課題・対策の 

方向性 

p34 

 それぞれの事業の課題と、対策の方向性についてまとめたもの 

 

第３章 目的・目標の設定（p35） 

  

  課題及び対策の方向性を踏まえ実施する主事業について、短期目標（3 年：平

成 31年度までに達成）と、中長期目標（4～7年：平成 35年までに達成）を掲げ

たもの 

 

 【目標・目的を掲げて実施する主事業】 

① 特定健康診査 

② 特定保健指導 

③ 生活習慣病重症化予防対策事業  

④ 疾病予防 

⑤ ジェネリック医薬品 
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第４章 目標達成のために実施する保健事業の内容及び評価指標、評価の方法 

（p36～p37） 

   

  目標を達成するために実施する事業（取り組み）を具体的に定めるもの 

  また、評価する指標及び評価の方法についても定めるもの 

 

【新規事業】※主なもの 

 

◎短期目標（平成 31年度までに達成）達成のために実施する事業（p36） 

事業名 個別事業名 事業の概要 

特定健康診査 経年未受診者受診勧奨再通知 
40 歳代の経年健診未受診者に再勧奨

を行うもの。通知により実施。 

特定保健指導 
健診結果予測分析による 

生活習慣病早期介入 

現時点では非メタボだが、検査数値が

年々高くなっている者を抽出し、健診前

に通知指導する。 

生活習慣病重症

化予防対策 
保健指導事業 

 かかりつけ医と連携し、糖尿病重症化

が懸念される者に対して指導を行う。 

 

◎中長期目標（平成 35年度までに達成）達成のために実施する事業（p37） 

事業名 個別事業名 事業の概要 

特定健康診査 

診療情報提供事業 

かかりつけ医を通じて、既生活習慣病

治療者で、特定健診を受診しない者から

診療情報の提供を受ける。 

インセンティブの活用 

健診未受診かつ生活習慣病未治療の

者（無関心層含む）に効果的なインセン

ティブを検討する。 

 

第５章 保健事業実施計画（データヘルス計画）の見直し（p38） 

 

第６章 計画の公表・周知（p38） 

 

第７章 事業運営上の留意事項（p38） 

 

第８章 個人情報の保護（p38） 


